
心配りを！

　　埼玉県のマスコット
「コバトン」

心配りを！
肢体に障害のあることを理由に免
許に条件が付されている方が運転
する自動車に表示しています。

身体障害者標識

聴覚障害であることを理由に免
許に条件を付されている方が運
転する自動車に表示しています。

聴覚障害者標識

身体内部(心臓、肺、腎臓、膀胱、
直腸・小腸、肝臓及び免疫機能)
に障害があることを示していま
す。

ハート・
プラスマーク

様々な障害のある人々が利用でき
る建物、公共交通機関や施設であ
ることを示しています。

障害者のための
国際シンボルマーク

盲導犬、介助犬、聴導犬は、公共施
設や公共交通機関はもちろん、デ
パートやスーパー、レストランなど
の民間施設でも同伴できます。

ほじょ犬マーク

ヘルプマーク
人工肛門・人工膀胱を造設している
人(オストメイト)のための設備があ
るトイレなどに表示しています。

オストメイトマーク

視覚障害者の安全やバリアフリー
が考慮された建物、設備、機器等に
表示しています。

盲人のための
国際シンボルマーク

聞こえないことへの配慮を求め
る場合などに使われる、聴覚障
害者のマーク。

耳マーク

埼玉県は、「埼玉県共生社会づくり条例」と
「埼玉県手話言語条例」を制定し、
共生社会の実現を目指しています。

義足や人工関節、内部障害、難病の
方など、外見から分からなくても配慮
を必要としていることを知らせるマー
クです。

　　埼玉県のマスコット「さいたまっち」

埼玉県彩の国
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